
 

延岡市地域公共交通活性化協議会 

 

資料 

 

 

  
令和７年度 

第２回 



協議事項 1 延岡市地域公共交通計画の変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しない助け合いによる運送のことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北浦町乗合タクシー２路線の廃止に伴い、延岡市地域公共交通計画（R6.3 策定、R7.２

改訂）の一部内容を改訂する必要があります。 

つきましては、延岡市地域公共交通計画の変更内容に係る協議を行います。 

詳細は次ページからの 

「延岡市地域公共交通計画新旧対照表」 

と 

「延岡市地域公共交通計画改訂版（抜粋）」 

をご覧ください。 
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旧
新

〈
計
画
書
表
紙
〉

令
和
6
年
3
月
策
定

、
令
和
7
年
2
月
改
訂

令
和

6
年

度
（
2
0
2
4
年

度
）

令
和

1
1
年

度
（
2
0
2
9
年

度
）

〈
Ｐ
５
６
〉

本
文
の
「下

表
※
の
路
線
は
Ｒ
７
．
４
～
国
庫
補
助
の
活
用
を
予
定
」

地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
を
活
用
す
る
路
線
の
概
要
及
び
確
保
・維

持
策
の
表

〈
計
画
書
表
紙
〉

令
和
6
年
3
月
策
定
、
令
和
7
年
2
月
改
訂
、
令
和
7
年
1
2
月
改
訂

令
和

6
年

度
（
2
0
2
4
年

度
）

令
和

1
1
年

度
（
2
0
2
9
年

度
）

〈
Ｐ
５
６
〉

○
乗

合
タ
ク
シ
ー
北

浦
線

の
「
下

塚
線

」
「
三

川
内

線
」
の

廃
線

予
定

を
記

載
（
下

記
文

言
等

）

下
表
※
1
の
路
線
は
Ｒ
７
．
４
～
国
庫
補
助
の
活
用
を
予
定

下
表
※
2
の
路
線
は
R
8
.1
～
廃
線
を
予
定

地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
を
活
用
す
る
路
線
の
概
要
及
び
確
保
・維

持
策
の
表
の

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
を
削
除

補
助
対
象
事
業

運
⾏
形
態

運
⾏
主
体

事
業
区
分

路
線
名

交
通
モ
ー
ド

位
置
付
け

幹
線
補
助
（国

・
県
）

路
線
定
期

運
行

交
通
事
業

者
4
条
乗
合

高
千
穂
線

路
線
バ
ス

地
域
間
幹
線

幹
線
補
助
（国

・
県
）

路
線
定
期

運
行

交
通
事
業

者
4
条
乗
合

日
向
線

幹
線
補
助
（国

・
県
）

路
線
定
期

運
行

交
通
事
業

者
4
条
乗
合

宮
野
浦
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

延
岡
市

（
運

行
は
交

通
事

業
者
に
委
託
）

4
条
乗
合

ま
ち
な
か
循
環
バ
ス

支
線
交
通

（
フ
ィ
ー
ダ
ー
）

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

北
部
ま
ち
な
か
循
環
バ
ス

※
1

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

南
部
ま
ち
な
か
循
環
バ
ス

※
1

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

美
々
地
線

乗
合
タ
ク
シ
ー

北
方
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

鹿
川
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

二
股
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

猿
渡
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

三
ヶ
村
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

大
保
下
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

下
崎
・
笠
下
黒
原
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

片
内
・
菅
原
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

上
中
尾
線

－
路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

下
塚
線

※
2

乗
合
タ
ク
シ
ー

北
浦
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

市
尾
内
線

－
路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

三
川
内
線

※
2

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

上
三
輪
・貝

の
畑
～
祇
園
線

乗
合
タ
ク
シ
ー

旧
延
岡
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

安
井
・神

戸
～
レ
ー
ヨ
ン
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

須
佐
～
大
武

線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

小
川
・
平
田
～
祇
園
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

延
岡
市

自
家
用
有
償

旅
客
運

送
（
市

町
村

有
償

運
送
）

上
赤
線

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

バ
ス
北
川
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

下
塚
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

瀬
口
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

家
田
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

延
岡
市

（
運

行
は
交

通
事

業
者
に
委
託
）

4
条
乗
合

小
野
・
石
田
線

※
1

南
部

乗
合
タ
ク
シ
ー

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

赤
水
・
鯛
名
線

※
1

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

櫛
津
・
土
々
呂
線

※
1

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線
定
期

運
行

4
条
乗
合

伊
形
線

※
1

－
区
域
運

行
４
条
乗
合

祝
子
川
乗
合

タ
ク
シ
ー

予
約
型
乗
合

タ
ク
シ
ー

支
線
交
通

（
自
主
路
線
）

－
区
域
運

行
4
条
乗
合

チ
ョ
イ
ソ
コ
の
べ
お
か

延
岡
市
地
域
公
共
交
通
計
画
（
令
和
6年

3月
策
定
・
令
和
7年

12
月
改
訂
）
新
旧
対
照
表

赤
字
変
更
箇
所

P1

補
助
対
象
事
業

運
⾏
形
態

運
⾏
主
体

事
業
区
分

路
線
名

交
通
モ
ー
ド

位
置
付
け

幹
線
補
助

（
国
・
県
）

路
線

定
期
運
行

交
通

事
業
者

4
条

乗
合

高
千
穂
線

路
線
バ
ス

地
域
間
幹

線
幹
線
補
助

（
国
・
県
）

路
線

定
期
運
行

交
通

事
業
者

4
条

乗
合

日
向
線

幹
線
補
助

（
国
・
県
）

路
線

定
期
運
行

交
通

事
業
者

4
条

乗
合

宮
野
浦
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

延
岡
市

（
運
行

は
交

通
事

業
者

に
委
託

）

4
条

乗
合

ま
ち
な
か
循
環
バ
ス

支
線

交
通

（
フ
ィ
ー
ダ
ー
）

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

北
部
ま
ち
な
か
循
環
バ
ス

※

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

南
部
ま
ち
な
か
循
環
バ
ス

※

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

美
々
地
線

乗
合

タ
ク
シ
ー

北
方
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

鹿
川
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

二
股
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

猿
渡
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

三
ヶ
村

線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

大
保
下
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

下
崎
・
笠
下
黒

原
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

片
内
・
菅
原
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

上
中
尾
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

下
塚
線

乗
合

タ
ク
シ
ー

北
浦
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

市
尾
内
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

三
川
内
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

上
三
輪
・貝

の
畑
～
祇
園
線

乗
合

タ
ク
シ
ー

旧
延

岡
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

安
井
・神

戸
～
レ
ー
ヨ
ン
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

須
佐
～
大
武

線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

小
川
・
平
田
～

祇
園
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

延
岡
市

自
家

用
有
償

旅
客
運
送

（
市
町
村

有
償

運
送
）

上
赤
線

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

バ
ス
北
川
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

下
塚
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

瀬
口
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

家
田
線

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

延
岡
市

（
運
行

は
交

通
事

業
者

に
委
託

）

4
条

乗
合

小
野
・
石
田
線

※

南
部

乗
合

タ
ク
シ
ー

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

赤
水
・
鯛
名
線

※

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

櫛
津
・
土
々
呂

線
※

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
（
国
）

路
線

定
期
運
行

4
条

乗
合

伊
形
線

※

－
区

域
運
行

４
条

乗
合

祝
子
川
乗
合

タ
ク
シ
ー

予
約
型
乗

合
タ
ク
シ
ー

支
線

交
通

（
自
主

路
線
）

－
区

域
運
行

4
条

乗
合

チ
ョ
イ
ソ
コ
の

べ
お
か
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旧
新

〈
Ｐ
８
２
〉

陸
上

交
通

（
路

線
バ
ス
・
乗

合
タ
ク
シ
ー
）
の

対
象

の
表

中

下
表
※
の
路
線
は
R
7
.4

〜
国
庫
補
助
の
活
用
を
予
定

〈
Ｐ
８
２
〉

○
乗
合
タ
ク
シ
ー
北
浦
線
フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
対
象
を
１
系
統

に
変

更

下
表
※
1
の
路
線
は
R
7
.4

～
国
庫
補
助
の
活
用
を
予
定
、
※
2
の
路
線
は
R
8
.1
～
2
系

統
が
廃
線
予
定

種
別

路
線

名
分
類

地
域

間
幹

線
高

千
穂
線

（
延
岡

駅
～
高

千
穂
B
C
）

路
線

バ
ス

地
域

間
幹

線
日

向
線
（
イ
オ
ン
タ
ウ
ン
日
向

～
レ
ー
ヨ
ン
）

地
域

間
幹

線
宮

野
浦
線

（
南
延

岡
～
宮

野
浦
）

生
活
交
通

確
保

維
持

熊
田
線
（
延

岡
～

差
木
野

・
熊
田
）

生
活
交
通

確
保

維
持

行
縢
山
線

（
延
岡

～
行
縢

山
登
山

口
）

生
活
交
通

確
保

維
持

外
浦
線
（
延

岡
～

外
浦
）

生
活
交
通

確
保

維
持

方
財
線
（
延

岡
駅

～
方
財

）

生
活
交
通

確
保

維
持

川
口
線
（
南

延
岡

～
川
口

）

広
域

的
バ
ス

三
輪
線
（
延

岡
駅

～
三
輪

）

広
域

的
バ
ス

古
江
～
直

海
線

（
古
江
～

直
海
）

広
域

的
バ
ス

六
首
線
（
延

岡
～

六
首
）

一
般

保
健
福
祉

大
線

（
延
岡
駅

・
南
延
岡

～
Q
O
L
）

一
般

南
一
ヶ
岡

線
（
南

一
ヶ
岡

～
延
岡

共
立

病
院
）

一
般

東
海
線
（
南

一
ヶ
岡
～
東

海
）

一
般

大
武
線
（
延

岡
駅

～
延
岡

営
業
所

）

一
般

雷
管
線
（
桜

ヶ
丘

～
雷
管

）

一
般

片
田
～
今

山
線

（
片
田
団

地
～
延

岡
共

立
病
院

）

フ
ィ
ー
ダ
ー

ま
ち
な
か
循
環
バ
ス

フ
ィ
ー
ダ
ー

北
部
ま
ち
な
か
循

環
バ
ス

※
1

フ
ィ
ー
ダ
ー

南
部
ま
ち
な
か
循

環
バ
ス

※
1

一
般

（
特

急
）
延

岡
～
熊

本
線

一
般

延
岡
駅
～

①
号

線
～
南

延
岡

フ
ィ
ー
ダ
ー

旧
延
岡
線

（
４
系
統

）

乗
合

タ
ク
シ
ー

フ
ィ
ー
ダ
ー

北
方
線
（
9
系

統
）

フ
ィ
ー
ダ
ー

北
浦
線
（
１
系

統
）
※
2

フ
ィ
ー
ダ
ー

北
川
線
（
4
系

統
）

フ
ィ
ー
ダ
ー

南
部
乗
合

タ
ク
シ
ー
（
４
系

統
）
※
1

自
主

運
行

チ
ョ
イ
ソ
コ
の
べ
お
か
（
予
約

型
乗

合
タ
ク
シ
ー
）

自
主

運
行

祝
子
川
予

約
型

乗
合
タ
ク
シ
ー

延
岡
市
地
域
公
共
交
通
計
画
（
令
和
6年

3月
策
定
・
令
和
7年

12
月
改
訂
）
新
旧
対
照
表

赤
字
変
更
箇
所

P2

種
別

路
線
名

分
類

地
域

間
幹
線

高
千
穂

線
（
延
岡

駅
～

高
千
穂

B
C
）

路
線

バ
ス

地
域

間
幹
線

日
向
線

（
イ
オ
ン
タ
ウ
ン
日

向
～

レ
ー
ヨ
ン
）

地
域

間
幹
線

宮
野
浦

線
（
南
延

岡
～

宮
野
浦

）

生
活

交
通

確
保
維

持
熊

田
線

（
延
岡
～

差
木

野
・
熊

田
）

生
活

交
通

確
保
維

持
行

縢
山

線
（
延
岡

～
行

縢
山
登

山
口

）

生
活

交
通

確
保
維

持
外

浦
線

（
延
岡
～

外
浦

）

生
活

交
通

確
保
維

持
方

財
線

（
延
岡
駅

～
方

財
）

生
活

交
通

確
保
維

持
川

口
線

（
南
延
岡

～
川

口
）

広
域
的

バ
ス

三
輪
線

（
延
岡
駅

～
三

輪
）

広
域
的

バ
ス

古
江
～

直
海
線

（
古
江

～
直
海

）

広
域
的

バ
ス

六
首
線

（
延
岡
～

六
首

）

一
般

保
健
福

祉
大
線

（
延
岡

駅
・
南

延
岡
～

Q
O
L
）

一
般

南
一
ヶ
岡
線
（
南

一
ヶ
岡
～
延

岡
共

立
病
院

）

一
般

東
海
線

（
南
一
ヶ
岡
～

東
海
）

一
般

大
武
線

（
延
岡
駅

～
延

岡
営
業

所
）

一
般

雷
管
線

（
桜
ヶ
丘

～
雷

管
）

一
般

片
田
～

今
山
線

（
片
田

団
地
～

延
岡

共
立
病

院
）

フ
ィ
ー
ダ
ー

ま
ち
な
か
循
環

バ
ス

フ
ィ
ー
ダ
ー

北
部
ま
ち
な
か
循
環
バ
ス
※

フ
ィ
ー
ダ
ー

南
部
ま
ち
な
か
循
環
バ
ス
※

一
般

（
特
急
）
延

岡
～

熊
本
線

一
般

延
岡
駅

～
①
号

線
～

南
延
岡

フ
ィ
ー
ダ
ー

旧
延
岡

線
（
４
系

統
）

乗
合

タ
ク
シ
ー

フ
ィ
ー
ダ
ー

北
方
線

（
9
系
統

）

フ
ィ
ー
ダ
ー

北
浦
線

（
3
系
統

）

フ
ィ
ー
ダ
ー

北
川
線

（
4
系
統

）

フ
ィ
ー
ダ
ー

南
部
乗

合
タ
ク
シ
ー
（
４
系
統
）
※

自
主

運
行

チ
ョ
イ
ソ
コ
の
べ

お
か
（
予

約
型

乗
合
タ
ク
シ
ー
）

自
主

運
行

祝
子
川

予
約
型

乗
合

タ
ク
シ
ー
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旧
新

〈
Ｐ
１
０
９
〉

計
画
期
間
全
体
の
評
価
時
期
の
表

〈
Ｐ
１
０
９
〉

計
画
期
間
全
体
の
評
価
時
期
の
表
に
第
2
回
改
訂
時
期
を
記
載

延
岡
市
地
域
公
共
交
通
計
画
（
令
和
6年

3月
策
定
・
令
和
7年

12
月
改
訂
）
新
旧
対
照
表

赤
字
変
更
箇
所

P3
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旧
新

〈
目
標
１

市
⺠
の
暮
ら
し
を
⽀
え
る
市
内
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
最
適
化
〉

目
標
値
１
-２

中
山
間
地
域
・市

街
地
部
に
お
け
る
支
線
交
通
の
利
用
者
数
の
回
復

〈
目
標
１

市
⺠
の
暮
ら
し
を
⽀
え
る
市
内
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
最
適
化
〉

目
標
値
１
-２

中
山
間
地
域
・市

街
地
部
に
お
け
る
支
線
交
通
の
利
用
者
数
の
回
復

○
乗
合
タ
ク
シ
ー
北
浦
線
の
「下

塚
線
」「
三
川
内
線
」の

廃
線
予
定
に
伴
い
、
目
標
数
値
を

変
更

延
岡
市
地
域
公
共
交
通
計
画
（
令
和
6年

3月
策
定
・
令
和
7年

12
月
改
訂
）
新
旧
対
照
表

赤
字
変
更
箇
所

目
標
値
（
R1
1）

現
状
値
（
R5
）

単
位

目
標
指
標

7
7
,1
6
0

以
上

※
2

5
6
,7

0
2

人
/
年

支
線
交
通

※
1
の
利
用
者
数

※
1
：フ

ィ
ー
ダ
ー
補
助
系
統
を
対
象
と
す
る
（乗

合
タ
ク
シ
ー
北
方
線
、
北
浦
線
、
旧
延
岡
線
、
北
川
線
、
ま
ち

な
か
循
環
バ
ス
、
北
部
・南

部
ま
ち
な
か
循
環
バ
ス
（R

7
.4
～
本
格
運
行
開
始
）、

南
部
乗
合
タ
ク
シ
ー
櫛

津
・土

々
呂
線
、
小
野
・石

田
線
、
赤
水
・鯛

名
線
、
伊
形
線
）

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
系
統
の
実
施
主
体
は
延
岡
市
（運

行
は
バ
ス
・タ

ク
シ
ー
事
業
者
に
委
託
）

※
2
：コ

ロ
ナ
禍
前
（R

1
年
度
）実

績
の
1
0
0
％
水
準
ま
で
の
回
復
を
目
指
し
つ
つ
、
人
口
減
少
割
合
を
加
味
し

て
目
標
を
設
定

P4

目
標
値
（
R1
1）

現
状
値
（
R5
）

単
位

目
標
指
標

7
8
,0

3
3

以
上

※
2

5
6
,7

0
2

人
/
年

支
線
交
通

※
1
の
利
用
者
数

※
1
：フ

ィ
ー
ダ
ー
補
助
系
統
を
対
象
と
す
る
（乗

合
タ
ク
シ
ー
北
方
線
、
北
浦
線
、
旧
延
岡
線
、
北
川
線
、
ま
ち

な
か
循
環
バ
ス
、
北
部
・南

部
ま
ち
な
か
循
環
バ
ス
（R

7
.4
～
本
格
運
行
開
始
）、

南
部
乗
合
タ
ク
シ
ー
櫛

津
・土

々
呂
線
、
小
野
・石

田
線
、
赤
水
・鯛

名
線
、
伊
形
線
）

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
系
統
の
実
施
主
体
は
延
岡
市
（運

行
は
バ
ス
・タ

ク
シ
ー
事
業
者
に
委
託
）

※
2
：コ

ロ
ナ
禍
前
（R

1
年
度
）実

績
の
1
0
0
％
水
準
ま
で
の
回
復
を
目
指
し
つ
つ
、
人
口
減
少
割
合
を
加
味
し

て
目
標
を
設
定
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地域公共交通計画地域公共交通計画

令和６年度（2024年度） ▶▶▶ 令和1１年度（202９年度） 

令和6年（2024年）3月策定
令和7年（2025年）2月改訂
令和7年（2025年）12月改訂

〜 持続可能な地域公共交通の再構築に向けて 〜 〜 持続可能な地域公共交通の再構築に向けて 〜 

延岡市延岡市延岡市延岡市

宮崎県 延岡市

延岡市地域公共交通活性化協議会- 6 -



56

第２章 公共交通を取り巻く現状と課題

補助対象事業運⾏形態運⾏主体事業区分路線名交通モード位置付け
幹線補助（国・県）路線定期運行交通事業者4条乗合高千穂線

路線バス

地域間幹線 幹線補助（国・県）路線定期運行交通事業者4条乗合日向線

幹線補助（国・県）路線定期運行交通事業者4条乗合宮野浦線

フィーダー補助（国）路線定期運行

延岡市
（運行は交通事
業者に委託）

4条乗合まちなか循環バス

支線交通
（フィーダー）

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合北部まちなか循環バス※1

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合南部まちなか循環バス※1

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合美々地線

乗合タクシー
北方線

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合鹿川線

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合二股線

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合猿渡線

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合三ヶ村線

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合大保下線

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合下崎・笠下黒原線

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合片内・菅原線

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合上中尾線

－路線定期運行4条乗合下塚線※2

乗合タクシー
北浦線

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合市尾内線

－路線定期運行4条乗合三川内線※2

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合上三輪・貝の畑～祇園線

乗合タクシー
旧延岡線

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合安井・神戸～レーヨン線

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合須佐～大武線

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合小川・平田～祇園線

フィーダー補助（国）路線定期運行

延岡市

自家用有償
旅客運送

（市町村有償
運送）

上赤線

コミュニティ
バス北川線

フィーダー補助（国）路線定期運行下塚線

フィーダー補助（国）路線定期運行瀬口線

フィーダー補助（国）路線定期運行家田線

フィーダー補助（国）路線定期運行

延岡市
（運行は交通事
業者に委託）

4条乗合小野・石田線※1

南部
乗合タクシー

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合赤水・鯛名線※1

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合櫛津・土々呂線※1

フィーダー補助（国）路線定期運行4条乗合伊形線※1

－区域運行４条乗合祝子川乗合タクシー予約型乗合
タクシー

支線交通
（自主路線） －区域運行4条乗合チョイソコのべおか

表 地域公共交通確保維持事業を活⽤する路線の概要（R7.2時点）

本計画における計画区域内の一部路線バス及び乗合タクシー・コミュニティバスにおいては、通学や

通勤、買い物、通院、観光等の多様な目的での移動を支える幹線・支線交通があり、将来にわたり維

持を図るため、運行費の国庫補助（地域間幹線系統確保維持費国庫補助金・地域内フィーダー系統確

保維持費国庫補助金）を活用します。

〈地域公共交通確保維持事業を活用する対象路線の概要〉

延岡市のコミュニティバス及び乗合タクシーは、旧延岡市域の郊外部を中心に運行し、これらを

利用した市民が地域間幹線系統等を乗り継いで市の中心部へ移動することが可能となっているこ

となどから、支線（フィーダー路線）としての役割を果たしている。加えて、市街地においては循環

型の定期バス「まちなか循環バス」を運行しており、市街地に集中する医療機関や商業施設等への

移動の利便性を高めている。

これらの取組は、市内の公共交通空白地域等において自動車を運転できない高齢者等の交通弱

者の移動手段として役割を果たしており、市民生活に必要不可欠な交通機関として機能している。

このことから、地域公共交通確保維持事業（フィーダー補助）により、これらの地域内フィーダー

系統を確保・維持することで、地域住民の移動手段を存続させていくことが必要である。

〈地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性〉

下表※1の路線はＲ７．４～国庫補助の活用を予定

下表※2の路線はR8.1～廃線を予定

- 7 -
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第５章 計画の目標及び目標達成に向けた実施事業

１．計画の目標及び目標指標（KPI）
本計画の取組を推進するうえで達成すべき目標を以下のように定めるとともに、目標の達成状況を

評価するための目標指標を以下のとおり設定し、達成に向けた事業を展開していきます。

第５章 計画の目標及び目標達成に向けた実施事業

■市民の多様なニーズに対応し、限られた輸送資源の中で持続的なサービスとするため、需給バ

ランス・生活行動等に合わせた運行改善・効率化、交通事業者との連携強化、地域ごとの細かな

意向把握など、市民の暮らしを支える市内交通ネットワークの最適化を目指します。

市⺠の暮らしを⽀える市内交通ネットワークの最適化目標１

目標１の達成状況を評価するための目標指標（KPI）

目標値１-１ 市内幹線バスにおける利⽤者数の回復

○学生の通学や会社員の通勤、高齢者の買い物・通院等の多様な生活行動・市民ニーズに合わせ

たサービスの提供・充実に取り組み、市内バス利用者数の回復を目指します。

目標値１-２ 中⼭間地域・市街地部における⽀線交通の利⽤者数の回復

○利用実態・需要に応じた運行の改善・効率化による利便生・持続性の向上及び、交通弱者（自ら

の移動手段を持たない高齢者等）への対応等に取り組み、利用者数の回復を目指します。

目標値１-３ 市⺠１⼈当たりの移動⽀援額（公的資⾦）の適正な⽀出

○自家用車を運転できない高齢者や子どもをはじめとして、市民が安心して生活できる移動環境

を将来に維持していくために公的資金の適正な支出を目指します。

目標値（R11）現状値（R5）単位目標指標

388,528以上※1328,496人/年
市内幹線バス路線の利用者数

（地域間幹線系統を除く路線）

※1：コロナ禍前（R1年度）実績の90％水準までの回復を目指しつつ、人口減少割合を加味して目標を設定、

上位計画（R3年度）で設定している目標値（コロナ禍前の実績）を目指しつつ、本計画ではコロナ禍の影響を踏まえて設定

目標値（R11）現状値（R5）単位目標指標

77,160以上※256,702人/年支線交通※1の利用者数

※1：フィーダー補助系統を対象とする（乗合タクシー北方線、北浦線、旧延岡線、北川線、まちなか循環バス、

北部・南部まちなか循環バス（R7.4～本格運行開始）、南部乗合タクシー櫛津・土々呂線、小野・石田線、

赤水・鯛名線、伊形線）、フィーダー補助系統の実施主体は延岡市（運行はバス・タクシー事業者に委託）

※2：コロナ禍前（R1年度）実績の100％水準までの回復を目指しつつ、人口減少割合を加味して目標を設定

目標値（R11）現状値（R5）単位目標指標

3,174以下※13,465円/人市民１人当たりの移動支援額

※1：市民１人当たりの公共交通への公的資金投入額＝公共交通への公的資金投入額÷人口総数
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延岡市地域公共交通計画 2024 2029

第

１

章

第

2

章

第

3

章

第

４

章

第

５

章

第

６

章

乗合タクシー・コミュニティバスにおいては、今後高齢化の進行による免許返納者や交通弱者の

重要な移動手段となるため、サービスの持続・利用実態に応じた運行の効率化（最適化）を目指し

ます。まちなか循環バスにおいては、市民ニーズに応じた利便向上策をバス事業者と協議し、利

用者の回復を目指します。現状値（R5）は、コロナ禍前の96.0％水準まで回復しており、目標値（

R11）はコロナ禍前の100％水準までの回復かつ人口減少を加味したうえで設定します。

評価年次の運行実績を確認 毎年度評価

路線バスにおいては、生活行動に応じたサービスの見直しによる利便性向上や利用実態に応じ

た効率化を図り、市内ネットワークの最適化を目指しつつ、関係者と連携した利用促進の周知・

PRにより利用の回復を図ります。現状値（R5）は、コロナ禍前の71.5％水準であるため、目標値

（R11）はコロナ禍前の90％水準までの回復かつ人口減少を加味したうえで設定します。

評価年次の乗車人員を確認 毎年度評価

現在

図 市内路線バスの利⽤者数と⼈⼝推移

目標値１-１ 市内幹線バスにおける利⽤者数の回復

目標値１-２ 中⼭間地域・市街地部における⽀線交通の利⽤者数の回復
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459,164
⼈

(コロナ禍前)

328,496
⼈

(71.5%)

（⼈）

90%⽔準まで回復
かつ⼈口減少を加味

目標値
388,528
⼈以上

現在

図 ⽀線交通（フィーダー系統）の利⽤者数と⼈⼝推移
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(96.0%※)
※コロナ禍前の運⾏
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（⼈）
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新規フィーダー系統
の追加分を計上

目標値
77,160
⼈以上

コロナ禍

コロナ禍

R7.4〜北部・南部まちなか
循環バスの本格運⾏

- 9 -



82

第５章 計画の目標及び目標達成に向けた実施事業

現状、マイカーを利用している方に対しても適度に公共交通を使ってもらうための利用促進に取

り組み、市民１人１人における陸上交通（下表の路線バス・乗合タクシー）の利用回数を増やし、公

共交通サービスの存続に向けて市民１人当たりの利用者数の増加を目標値として設定します。

評価年次の公共交通利用者数・延岡市の総人口を確認

毎年度評価

目標値２-３ 地域公共交通の市⺠１⼈当たりの年間利⽤回数の増進

種別路線名分類

地域間幹線高千穂線（延岡駅～高千穂BC）

路線
バス

地域間幹線日向線（イオンタウン日向～レーヨン）

地域間幹線宮野浦線（南延岡～宮野浦）

生活交通確保維持熊田線（延岡～差木野・熊田）

生活交通確保維持行縢山線（延岡～行縢山登山口）

生活交通確保維持外浦線（延岡～外浦）

生活交通確保維持方財線（延岡駅～方財）

生活交通確保維持川口線（南延岡～川口）

広域的バス三輪線（延岡駅～三輪）

広域的バス古江～直海線（古江～直海）

広域的バス六首線（延岡～六首）

一般保健福祉大線（延岡駅・南延岡～QOL）

一般南一ヶ岡線（南一ヶ岡～延岡共立病院）

一般東海線（南一ヶ岡～東海）

一般大武線（延岡駅～延岡営業所）

一般雷管線（桜ヶ丘～雷管）

一般片田～今山線（片田団地～延岡共立病院）

フィーダーまちなか循環バス

フィーダー北部まちなか循環バス※1

フィーダー南部まちなか循環バス※1

一般（特急）延岡～熊本線

一般延岡駅～①号線～南延岡

フィーダー旧延岡線（４系統）

乗合
タクシー

フィーダー北方線（9系統）

フィーダー北浦線（１系統）※2

フィーダー北川線（4系統）

フィーダー南部乗合タクシー（４系統）※1

自主運行チョイソコのべおか（予約型乗合タクシー）

自主運行祝子川予約型乗合タクシー

表 陸上交通（路線バス・乗合タクシー）の対象 ※R7.2時点
下表※1の路線はR7.4〜国庫補助の活⽤を予定、※2の路線はR8.1〜2系統が廃線予定

上記に加えて、路線バス・乗合タクシー等の新規路線が運行した場合は、新規路線も対象とする
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協議事項２ 地域公共交通計画変更届出の提出について 

 

 

 

 

 

 

 

 

延岡市地域公共交通活性化協議会 

乗合タクシー北浦線、北方線はフィーダー系統確保維持事業対象路線であるため、路線の廃止・

変更に伴い、令和８バス事業年度に係る地域公共交通計画に添付する資料を変更する必要があり

ます。 

つきましては、協議会の同意のうえ、運輸支局に別紙のとおり変更届出を提出します。 

詳細は次ページ 

「地域公共交通計画変更届出」等の資料 

をご覧ください。 
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陸上交通様式第１（日本工業規格Ａ列４番） 

延地公交活協第 号  

令和７年 11 月 日 

 

 

 国土交通大臣 殿 

 

 

                            名   称 延岡市地域公共交通活性化協議会

                           住    所 延岡市東本小路２番地１       

                           代表者氏名 会長（延岡市企画部長） 吉岡 修 

 

 

 

地域公共交通計画変更届出書 

 

 

 

 令和７年９月２６日付け国総地第１４４号で国土交通大臣より認定された地域公共

交通計画を以下のとおり変更するので、関係書類を添えて届出します。 

 

 

○ 変更日 

  令和８年１月５日 

 

 

○ 変更箇所 

  （１）地域公共交通計画別紙  

 １.地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性  

 １８．協議会の開催状況と主な議論  

  （２）別添１ 利用者数の目標値  

（３）表１ 地域内フィーダー系統  

  以下の２系統を廃止する。  

 申請番号 10 乗合タクシー「下塚線」  

 申請番号 12 乗合タクシー「三川内線」  

 以下の１系統を短縮する。 

 申請番号４ 乗合タクシー「猿渡線」  

 

○ 変更理由 

  フィーダー系統に位置付けられている路線のうち、延岡市北浦町内において運行して

いる乗合タクシーについて、同町内で運行しているオンデマンド交通の利用が定着して

きたことから、利用が低迷している２系統を廃止する。  

延岡市北方町内において運行している乗合タクシー１系統について、地域の要望を踏

まえ、利用者のない区間を廃止するとともに、一部運行ルートを延長し、高齢者等交通

弱者の利便性向上と利用促進を図る。 

 

 ※本届出書に、変更する事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。 

 ※「変更理由」は、具体的に記述すること。 
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別 紙 

 

 

令和７年 11 月 日 

 

          （名称）延岡市地域公共交通活性化協議会           
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

延岡市は平成18年２月に北方町及び北浦町、平成19年３月に北川町と合併し、九州で２

番目に面積の広い自治体となっている。地域間幹線系統等の路線バスは、延岡市中心部を

起点とし、合併した旧北方町・旧北浦町・旧北川町に加え、高千穂町や日向市間を横断的

に運行している。また、鉄道についても、日豊本線が市内を南北に運行している。 

延岡市のコミュニティバス乗合タクシーは、合併した旧町地域や旧延岡市域の郊外部を

運行し、これらを利用した市民が地域間幹線系統等を乗り継いで市の中心部へ移動するこ

とが可能となっており、支線としての役割を果たしている。 

また、市街地においては、循環型の定期バス「まちなか循環バス」を運行しており、市

街地に集中する医療機関や商業施設等への移動の利便性を高めている。 

これらの取組みは、市内の公共交通空白地等において自動車を運転できない高齢者等の

交通弱者の移動手段として役割を果たしており、市民生活に必要不可欠な交通機関として

機能している。 

さらに、郊外部から市街地へのアクセス改善を図り、市街地の回遊性向上を目指すため、

新たに「北部・南部まちなか循環バス」の運行を開始するとともに、南部まちなか循環バ

スへの接続を円滑にするために「南部地域乗合タクシー４路線（櫛津・土々呂線、小野・

石田線、赤水・鯛名線及び伊形線）」を延伸した。 

さらに、本市北方町内において運行している乗合タクシー３路線について、高齢者等交

通弱者の利便性向上と利用促進を図るため、運行ルートを延伸した。 

北浦町においては、町内でオンデマンド交通の利用が定着してきたことから乗合タクシ

ー北浦線３路線のうち２路線について廃止し、残る１路線について利用実態を踏まえダイ

ヤを変更した。 

北方町においては、乗合タクシー北方線の１路線について地域の要望を踏まえ一部路線

を廃止するとともに、路線の新設を行った。 

このため、地域公共交通確保維持事業により、これらの地域内フィーダー系統を確保・

維持することで、住民の生活交通手段を存続させていくことが必要である。 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

○利用者数について 

別添１「利用者数の目標値」のとおりとする。 

 

○市民１人当たりの公費負担額について 

 別添２「市民１人あたりの移動支援額（公的資金）の上昇抑制目標値」のとおりとする。 

 

（いずれも延岡市地域公共交通計画 P78～80 参照） 

（２）事業の効果 
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別 紙 

コミュニティバス及び乗合タクシーを確保・維持することにより、交通空白地等の高齢

者等の通院や買物といった日常生活に必要不可欠な移動手段が確保される。 

加えて、まちなか循環バス（北部・南部まちなか循環バスを含む。）の運行により、市街

地における移動手段が確保され、まちなかの賑わい創出にもつながる。 

また、これらの運行によって幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運

行体系が実現できる。 

さらには、高齢者等の外出機会の増加により、健康長寿の推進や消費活動に資する。 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

・市の福祉部門が実施する、ケアプリのべおか事業（高齢者が路線バス、コミュニティバ

ス等を利用して通うことができる場所で介護予防に関するプログラムを実施する）によ

り利用を促す。（延岡市） 

・小学校向けの乗り方教室や高齢者向けのお出かけ企画を実施する。（延岡市バス利用促進

協議会） 

・まちなか循環バスにおいて、小学生の運賃無料期間に合わせてキャンペーンを実施する。

（延岡市バス利用促進協議会） 

・地域交通をわがごととして考えてもらうため、利用者と交通事業者が直接意見交換でき

る機会として「地域座談会」を随時実施し、より使い勝手の良い経路・運行時刻の見直

しを行っていく。特に、利用が低迷している路線においては、優先的に行っていく。（延

岡市、地域住民） 

・交通事業者のリソース（運転士・車両等）の確保に向け、交通事業者に対して二種免許

取得や車両購入（乗合タクシーで使用する車両が対象）に係る経費に対する補助を行っ

ていく。（延岡市） 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 
表１を添付。 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図る各路線について、延岡市から運行

事業者への負担金額は、運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を負担

することとしている。 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

・【支線交通の利用者数】毎年度運行実績を確認して評価 

・【市民１人当たりの公費負担額】毎年度移動支援額や人口総数を確認して評価 

（延岡市地域公共交通計画 P78、P111 参照） 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 
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別 紙 

※該当なし 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

表５を添付。 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

※該当なし 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

（２）事業の効果 

※該当なし 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 
 ※該当なし 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

（２）事業の効果 

※該当なし 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

18．協議会の開催状況と主な議論 
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別 紙 

・令和５年４月７日 （第１回）  計画策定に係る契約及び契約事務等に関する延岡市への委

任について合意）（書面協議） 

・令和５年６月 19 日（第２回）  計画策定に関する説明及び延岡市が計画策定業務を委託し

た相手方について合意 

・令和５年 11 月 24 日（第３回）  計画素案の提示（第１章から第４章まで）及び計画に対す

る委員からの意見募集・合意 

・令和６年１月 25日（第４回）  計画素案の提示（第５章及び第６章）及び計画に対する委

員からの意見募集・合意 

・令和６年３月６日（第５回）  計画最終案の提示及び当該案への承認・不承認の回答依頼

（書面協議） 

（第５回の書面協議の結果、令和６年３月 21 日に承認を得られたことから、令和６年３月 27

日に完成、令和６年３月 28 日に公表した。） 

・令和６年５月 22 日（第１回） 令和７年度計画別紙認定申請について、協議会承認を受けた。 

・令和６年 11 月 15 日（第３回） 北部・南部まちなか循環バスの実証運行について、協議会

承認を受けた。 

・令和７年２月７日（第６回） 令和７年度計画変更認定申請について、「北部・南部まちなか

循環バス４系統の追加」「南部地域乗合タクシー４路線の延

伸」の協議会承認を受けた。 

・令和７年５月 27 日（第 1回） 令和７年度計画変更認定申請について、「乗合タクシー北方線

の一部路線の延伸」の協議会承認を受けた。 

               令和８年度計画別紙認定申請について、協議会承認を受けた。 

・令和７年 11月 17 日（第 2回）「乗合タクシー北浦線の一部路線の廃止」および「乗合タクシ

ー北方線の一部路線の運行ルート改変」に係る計画変更につ

いて、協議会承認を受けた。 

               上記に係る令和８年度計画変更について、協議会承認を受け

た。 

19．利用者等の意見の反映状況 

地域公共交通計画策定に当たり、下記の調査を実施した。各調査から得られた結果のポ

イントを踏まえ、目標を達成するための実施事業に反映した。 

①アンケート調査 

・市民 6,000 世帯に郵送と WEB によるアンケート配布 

・市内立地企業 50 社を対象に郵送によるアンケート配布 

・市内高校６校及び市外高校５校の１年生にアンケート配布 

・九州保健福祉大学の学生を対象に、WEB アンケート配布 

②路線バス乗降調査・利用者ヒアリング 

市内幹線軸７路線（市補助路線）において、調査員の乗込みによるインタビューを実施 

③主要施設ヒアリング調査 

主要施設（JR 延岡駅など４か所）において、調査員によるインタビューを実施 

④交通事業者等へのヒアリング調査 

交通事業者８者と市関連部局 10 者に対して直接面談方式による聞き取り調査を実施 

⑤地域座談会 

市内中学校単位（16 地域）において実施し、各地域のニーズや課題を抽出した。 

また、令和６年２月５日から令和６年２月 26 日までの期間でパブリックコメントを実施

した結果、４名から７件の意見を得たため、今後の取組みの参考意見とすることとした。 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）宮崎県延岡市東本小路２番地１   - 17 -



別 紙 

（所 属）延岡市企画部地域・離島・交通政策課   

（氏 名）山本 拓朗            

（電 話）0982-22-7039           

（e-mail）k-anzen@city.nobeoka.miyazaki.jp   
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 
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利
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あ
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R
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R
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R
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R
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R
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）
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タ
ク
シ
ー
（
株
）

延
岡
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リ
ー
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タ
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（
株
）

宮
崎
第
一
交
通
（
株
）

扇
興
タ
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シ
ー
（
株
）

宮
交
タ
ク
シ
ー
（
株
）

延
岡
グ
リ
ー
ン
タ
ク
シ
ー
（
株
）

【
令
和
8年

度
に
お
け
る
目
標
利
用
者
数
設
定
の
根
拠
に
つ
い
て
】

○
延
岡
市
地
域
公
共
交
通
計
画
に
お
け
る
令
和
11
年
度
の
利
用
者
数
目
標
値
は
77
,1
60
人
以
上
で
設
定
し
て
い
る
（計

画
P
78
参
照
）
。

こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
令
和
8年

度
の
目
標
利
用
者
数
を
「7
7,
52
8
人
」（
１
回
当
た
り
利
用
人
数
×
表
１
に
記
載
し
た
計
画
運
行
回
数
）と
し
、
令
和
11
年
度
ま
で
当
該
水
準
を
維
持
で
き
る
よ
う
設
定
し
て
い
る
。

【
令
和
8年

度
に
お
け
る
目
標
1
回
あ
た
り
利
用
人
数
設
定
の
根
拠
に
つ
い
て
】

○
申
請
番
号
７
及
び
1
8
を
除
く
運
行
系
統
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
か
ら
回
復
し
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
令
和
6
年
度
と
同
程
度
の
乗
車
を
見
込
み
、
令
和
6年

度
と
同
じ
１
回
あ
た
り
利
用
人
数
を

設
定
し
た
。

○
申
請
番
号
７
及
び
1
8の

運
行
系
統
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
度
、
令
和
６
年
度
と
続
け
て
１
回
あ
た
り
利
用
人
数
が
2.
0
を
下
回
っ
て
い
る
が
、
当
該
地
域
住
民
に
向
け
て
利
用
の
周
知
を
行
う
予
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
2
.0
で
設
定
す
る
。
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表
１
　
地
域
公
共
交
通
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事
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に
よ
り
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行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

令
和
8年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の
別

基
準
ハ
で

該
当
す
る

要
件
（
別

表
７
・
９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統

等
と
接
続
の
確
保

基
準
ホ
で
該
当

す
る
要
件

（
別
表
７
の
み
）

往
16
.8
km

復
16
.8
km

往
29
.5
km

復
29
.5
km

往
23
.k
m

復
23
.k
m

往
24
.9
km

復
24
.9
km

往
14
.6
km

復
14
.6
km

往
28
.9
km

復
28
.9
km

往
9.
9k
m

復
9.
9k
m

往
28
.8
km

復
28
.8
km

往
19
.2
km

復
19
.2
km

往
19
.9
km

復
19
.9
km

（
注
）

１
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
等
」に
運
賃
低
廉
化
を
行
う
運
行
サ
ー
ビ
ス
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
区
域
運
行
又
は
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「経
由
地
」に
営
業
区
域
又
は
運
賃
低
廉
化
対
象
地
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「起
点
」、
「終
点
」及
び
「系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

３
．
「系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（第
２
位
以
下
切
り
捨
て
）ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「循
環
」と
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「利
便
増
進
特
例
措
置
」
及
び
「運
送
継
続
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
計
画
又
は
運
送
継
続
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（別
表
９
又
は
別
表
１
０
）を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「○
」を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「運
行
態
様
の
別
」に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
「補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
」「
利
便
増
進
特
例
措
置
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

８
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

延
岡
市

高
橋
医
院

(9
)

(1
0)

上
鹿
川
今
村
橋

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

乗
合
タ
ク
シ
ー
「上
中
尾

線
」

(1
)

(2
)

①
②
⑴ ①

②
⑴

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
（
株
）
の
高
千
穂
線
と
北
方
町
総
合
支

所
前
停
留
所
に
て
接
続

③

路
線
定
期

①
②
⑴

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
（
株
）
の
高
千
穂
線
と
北
方
町
総
合
支

所
前
停
留
所
に
て
接
続

③

乗
合
タ
ク
シ
ー
「片
内
・菅

原
線
」

（株
）あ
さ
ひ
観
光
バ
ス

（株
）あ
さ
ひ
観
光
バ
ス

乗
合
タ
ク
シ
ー
「美
々
地

線
」

乗
合
タ
ク
シ
ー
「猿
渡
線
」

路
線
定
期

①
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
（
株
）
の
宮
野
浦
線
と
古
江
停
留
所
に

て
接
続

運
行
系
統

系
統

キ
ロ
程

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（別
表
７
・別
表
９
・別
表
１
０
）

路
線
定
期

①
②
⑴

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
（
株
）
の
高
千
穂
線
と
北
方
町
総
合
支

所
前
停
留
所
に
て
接
続

③

北
方
医
院

北
方
医
院

北
方
町
総
合
支
所

北
方
医
院

小
中
尾

上
中
尾
公
民
館

北
方
医
院

う
そ
越
橋

西
の
子
橋

路
線
定
期

①
②
⑴

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
（
株
）
の
高
千
穂
線
と
北
方
町
総
合
支

所
前
停
留
所
に
て
接
続

美
々
地
神
社
前

北
方
町
総
合
支
所

下
鹿
川
小

学
校

滝
下
公
民

館
前

猪
之
内

久
保

北
方
町
総
合
支
所

亀
ヶ
崎

北
方
町
総
合
支
所

北
方
町
総
合
支
所

路
線
定
期

①
②
⑴

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
（
株
）
の
高
千
穂
線
と
北
方
町
総
合
支

所
前
停
留
所
に
て
接
続

4
8
日

4
8
.0
回

4
8
日

4
8
.0
回

9
9
日

9
9
.0
回

9
9
日

9
9
.0
回

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
（
株
）
の
高
千
穂
線
と
北
方
町
総
合
支

所
前
停
留
所
に
て
接
続

③

①
②
⑴

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
（
株
）
の
高
千
穂
線
と
北
方
町
総
合
支

所
前
停
留
所
に
て
接
続

③
路
線
定
期

路
線
定
期

③
1
9
8
.0
回

9
9
日

路
線
定
期

①
②
⑴

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
（
株
）
の
高
千
穂
線
と
北
方
町
総
合
支

所
前
停
留
所
に
て
接
続

③

4
4
日

4
4
.0
回

路
線
定
期

①
②
⑴

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
（
株
）
の
高
千
穂
線
と
北
方
町
総
合
支

所
前
停
留
所
に
て
接
続

③
5
1
.0
回

下
曽
木
駅

前
大
保
下

乗
合
タ
ク
シ
ー
「大
保
下

線
」

蔵
田
公
民

館
下

三
ヶ
村
公
民
館

乗
合
タ
ク
シ
ー
「三
ヶ
村

線
」

③

伊
木
原

下
崎

乗
合
タ
ク
シ
ー
「下
崎
・笠

下
黒
原
線
」

5
1
日

5
1
.0
回

路
線
定
期

9
9
.0
回

運
送
予
定
者
名

市
区
町
村
名

運
行
系
統
名

（申
請
番
号
）

梅
木
郵
便

局
・大
井

市
尾
内

乗
合
タ
ク
シ
ー
「市
尾
内

線
」

9
9
日

乗
合
タ
ク
シ
ー
「鹿
川
線
」

乗
合
タ
ク
シ
ー
「二
股
線
」

＜
共
同
運
行
＞

宮
交
タ
ク
シ
ー
（
株
）

扇
興
タ
ク
シ
ー
（
株
）

延
岡
グ
リ
ー
ン
タ
ク

シ
ー
（
株
）

宮
崎
第
一
交
通
（株
）

（株
）あ
さ
ひ
観
光
バ
ス

（株
）あ
さ
ひ
観
光
バ
ス

（株
）あ
さ
ひ
観
光
バ
ス

5
1
日

（株
）あ
さ
ひ
観
光
バ
ス

（株
）あ
さ
ひ
観
光
バ
ス

（株
）あ
さ
ひ
観
光
バ
ス

（株
）あ
さ
ひ
観
光
バ
ス

③
日
平

9
5
日

9
5
.0
回

計
画
運

行
日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

運 送 継 続 特 例 措 置
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表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

令
和
8年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の
別

基
準
ハ
で

該
当
す
る

要
件
（
別

表
７
・
９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統

等
と
接
続
の
確
保

基
準
ホ
で
該
当

す
る
要
件

（
別
表
７
の
み
）

往
25
.4
km

復
25
.4
km

往
16
.9
km

復
16
.9
km

往
11
.9
km

復
11
.9
km

往
24
.4
km

復
24
.4
km

往
25
.6
km

復
25
.6
km

往
31
.9
km

復
31
.9
km

往
16
.5
km

復
16
.5
km

往
13
.7
km

復
13
.7
km

循
環

14
.5
km .k
m

循
環

14
.5
km .k
m

（
注
）

１
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
等
」に
運
賃
低
廉
化
を
行
う
運
行
サ
ー
ビ
ス
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
区
域
運
行
又
は
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「経
由
地
」に
営
業
区
域
又
は
運
賃
低
廉
化
対
象
地
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「起
点
」、
「終
点
」及
び
「系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

３
．
「系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（第
２
位
以
下
切
り
捨
て
）ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「循
環
」と
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「利
便
増
進
特
例
措
置
」
及
び
「運
送
継
続
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
計
画
又
は
運
送
継
続
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（別
表
９
又
は
別
表
１
０
）を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「○
」を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「運
行
態
様
の
別
」に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
「補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
」「
利
便
増
進
特
例
措
置
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

８
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名

（申
請
番
号
）

運
行
系
統

系
統

キ
ロ
程

計
画
運

行
日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（別
表
７
及
び
別
表
９
）

延
岡
市

＜
共
同
運
行
＞

宮
交
タ
ク
シ
ー
（
株
）

扇
興
タ
ク
シ
ー
（
株
）

延
岡
グ
リ
ー
ン
タ
ク
シ
ー
（
株
）

宮
崎
第
一
交
通
（
株
）

(1
1)
乗
合
タ
ク
シ
ー
「上
三
輪
・

貝
の
畑
～
祇
園
線
」

北
小
路
コ
ー
プ
前

細
見

鹿
越

9
3
日

9
3
.0
回

路
線
定
期

①
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
（
株
）
の
高
千
穂
線
と
北
小
路
コ
ー
プ

前
停
留
所
に
て
接
続

③

＜
共
同
運
行
＞

宮
交
タ
ク
シ
ー
（
株
）

扇
興
タ
ク
シ
ー
（
株
）

延
岡
グ
リ
ー
ン
タ
ク
シ
ー
（
株
）

宮
崎
第
一
交
通
（
株
）

(1
4)
乗
合
タ
ク
シ
ー
「小
川
・平

田
線
～
祇
園
線
」

北
小
路
コ
ー
プ
前

小
川
研
修

セ
ン
タ
ー

黒
仁
田

4
8
日

＜
共
同
運
行
＞

宮
交
タ
ク
シ
ー
（
株
）

扇
興
タ
ク
シ
ー
（
株
）

延
岡
グ
リ
ー
ン
タ
ク
シ
ー
（
株
）

宮
崎
第
一
交
通
（
株
）

(1
3)
乗
合
タ
ク
シ
ー
「須
佐
～

大
武
線
」

レ
ー
ヨ
ン
前

恋
島
公
民

館
須
佐
営
農
集
会
所

4
8
日

4
8
.0
回

路
線
定
期

①
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
（
株
）
の
宮
野
浦
線
と
レ
ー
ヨ
ン
前
停
留

所
に
て
接
続

③

＜
共
同
運
行
＞

宮
交
タ
ク
シ
ー
（
株
）

扇
興
タ
ク
シ
ー
（
株
）

延
岡
グ
リ
ー
ン
タ
ク
シ
ー
（
株
）

宮
崎
第
一
交
通
（
株
）

(1
2)
乗
合
タ
ク
シ
ー
「安
井
･神

戸
～
レ
ー
ヨ
ン
線
」

レ
ー
ヨ
ン
前

神
戸
町

荒
浦

9
8
日

9
8
.0
回

路
線
定
期

①
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
（
株
）
の
宮
野
浦
線
と
レ
ー
ヨ
ン
前
停
留

所
に
て
接
続

③

路
線
定
期

①
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
（
株
）
の
高
千
穂
線
と
北
小
路
コ
ー
プ

前
停
留
所
に
て
接
続

③

延
岡
市

(1
5)
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
「上
赤

線
」

道
の
駅
北
川
は
ゆ
ま
上
赤
、
下

赤
黒
内

1
4
2
日

3
5
5
.0
回

延
岡
市

宮
崎
交
通
（
株
）
の
熊
田
線
と
曽
立
停
留
所

に
て
接
続

③

延
岡
市

(1
7)
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
「瀬
口

線
」

道
の
駅
北
川
は
ゆ
ま
本
瀬
口

惣
別
当

1
4
2
日

3
5
5
.0
回

路
線
定
期
②
⑴

宮
崎
交
通
（
株
）
の
熊
田
線
と
曽
立
停
留
所

に
て
接
続

③

延
岡
市

(1
6)
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
「下
塚

線
」

道
の
駅
北
川
は
ゆ
ま

路
線
定
期
②
⑴

宮
崎
交
通
（
株
）
の
熊
田
線
と
曽
立
停
留
所

に
て
接
続

③

路
線
定
期
②
⑴

路
線
定
期

①
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
㈱
の
門
川
・
日
向
線
と
安
賀
多
５
丁
目

停
留
所
等
に
て
接
続

③

路
線
定
期
②
⑴

宮
崎
交
通
（
株
）
の
熊
田
線
と
曽
立
停
留
所

に
て
接
続

③

4
8
.0
回

ま
ち
な
か
循
環
バ
ス

延
岡
駅

図
書
館

前
、
総
合

文
化
セ
ン

タ
ー
前

延
岡
駅

2
9
2
日

2
,3
3
6
.0
回

本
下
塚

陸
地

1
4
6
日

3
6
5
.0
回

路
線
定
期

①
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
㈱
の
門
川
・
日
向
線
と
安
賀
多
５
丁
目

停
留
所
等
に
て
接
続

③

宮
崎
交
通
㈱

(1
9)
ま
ち
な
か
循
環
バ
ス

延
岡
駅

図
書
館

前
、
総
合

文
化
セ
ン

タ
ー
前

延
岡
駅

2
9
2
日

2
,3
3
6
.0
回

宮
崎
交
通
㈱

(2
0)

(1
8)
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
「家
田

線
」

道
の
駅
北
川
は
ゆ
ま
山
の
手

長
谷
橋

1
4
2
日

3
5
5
.0
回

運 送 継 続 特 例 措 置
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表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

令
和
8年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の
別

基
準
ハ
で

該
当
す
る

要
件
（
別

表
７
・
９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統

等
と
接
続
の
確
保

基
準
ホ
で
該
当

す
る
要
件

（
別
表
７
の
み
）

循
環

15
.3
km .k
m

循
環

14
.7
km .k
m

循
環

14
.3
km .k
m

循
環

14
.2
km .k
m

往
12
.k
m

復
12
.2
km

往
13
.9
km

復
13
.5
km

往
11
.4
km

復
12
.k
m

往
8.
3k
m

復
8.
3k
m

（
注
）

１
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
等
」に
運
賃
低
廉
化
を
行
う
運
行
サ
ー
ビ
ス
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
区
域
運
行
又
は
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「経
由
地
」に
営
業
区
域
又
は
運
賃
低
廉
化
対
象
地
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「起
点
」、
「終
点
」及
び
「系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

３
．
「系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（第
２
位
以
下
切
り
捨
て
）ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「循
環
」と
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「利
便
増
進
特
例
措
置
」
及
び
「運
送
継
続
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
計
画
又
は
運
送
継
続
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（別
表
９
又
は
別
表
１
０
）を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「○
」を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「運
行
態
様
の
別
」に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
「補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
」「
利
便
増
進
特
例
措
置
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

８
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

①

1
0
0
日

1
0
0
.0
回
○

路
線
定
期

①
港
ヶ
丘

塩
浜
三
丁

目
鶴
ヶ
丘
公
園

路
線
定
期

①

9
6
4
.0
回

＜
共
同
運
行
＞

宮
交
タ
ク
シ
ー
（
株
）

扇
興
タ
ク
シ
ー
（
株
）

延
岡
グ
リ
ー
ン
タ
ク
シ
ー
（
株
）

路
線
定
期

①

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名

（申
請
番
号
）

運
行
系
統

系
統

キ
ロ
程

計
画
運

行
日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（別
表
７
及
び
別
表
９
）

延
岡
市

宮
崎
交
通
㈱

(2
3)
南
部
ま
ち
な
か
循
環
バ
ス

（内
回
り
）

イ
オ
ン
延
岡

南
延
岡
、

鶴
ケ
丘
公

園
イ
オ
ン
延
岡

2
4
1
日

＜
共
同
運
行
＞

宮
交
タ
ク
シ
ー
（
株
）

扇
興
タ
ク
シ
ー
（
株
）

延
岡
グ
リ
ー
ン
タ
ク
シ
ー
（
株
）

(2
5)
乗
合
タ
ク
シ
ー
「櫛
津
・

土
々
呂
線
」

○

①
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
㈱
の
門
川
・
日
向
線
と
安
賀
多
５
丁
目

停
留
所
等
に
て
接
続

③
路
線
定
期

○

路
線
定
期

宮
崎
交
通
㈱

(2
1)
北
部
ま
ち
な
か
循
環
バ
ス

（内
回
り
）

イ
オ
ン
延
岡

延
岡
駅
、

イ
オ
ン

多
々
良
店

イ
オ
ン
延
岡

2
4
1
日

7
2
3
.0
回

宮
崎
交
通
㈱

(2
2)
北
部
ま
ち
な
か
循
環
バ
ス

（外
回
り
）

イ
オ
ン
延
岡

延
岡
駅
、

イ
オ
ン

多
々
良
店

イ
オ
ン
延
岡

2
4
1
日

9
6
4
.0
回
○

路
線
定
期

①
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
㈱
の
門
川
・
日
向
線
と
安
賀
多
５
丁
目

停
留
所
等
に
て
接
続

③

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
㈱
の
門
川
・
日
向
線
と
一
ヶ
岡
小
学
校

入
口
に
て
接
続

③

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
㈱
の
門
川
・
日
向
線
と
安
賀
多
５
丁
目

停
留
所
等
に
て
接
続

③

宮
崎
交
通
㈱

(2
4)
南
部
ま
ち
な
か
循
環
バ
ス

（外
回
り
）

イ
オ
ン
延
岡

南
延
岡
、

鶴
ケ
丘
公

園
イ
オ
ン
延
岡

2
4
1
日

7
2
3
.0
回
○

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
㈱
の
門
川
・
日
向
線
と
安
賀
多
５
丁
目

停
留
所
等
に
て
接
続

③

(2
7)
乗
合
タ
ク
シ
ー
「赤
水
・鯛

名
線
」

外
浦
浜

塩
浜
三
丁

目
鶴
ヶ
丘
公
園

9
5
日

9
5
.0
回
○

(2
6)
乗
合
タ
ク
シ
ー
「小
野
・石

田
線
」

小
野
神
社

塩
浜
三
丁

目
鶴
ヶ
丘
公
園

9
3
日

9
3
.0
回
○

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
㈱
の
門
川
・
日
向
線
と
塩
浜
３
丁
目
停

留
所
に
て
接
続

③

＜
共
同
運
行
＞

宮
交
タ
ク
シ
ー
（
株
）

扇
興
タ
ク
シ
ー
（
株
）

延
岡
グ
リ
ー
ン
タ
ク
シ
ー
（
株
）

(2
8)
乗
合
タ
ク
シ
ー
「伊
形
線
」
大
久
保
鐵
工
所
前

塩
浜
三
丁

目
鶴
ヶ
丘
公
園

9
3
日

9
3
.0
回
○

路
線
定
期

①
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
㈱
の
門
川
・
日
向
線
と
一
ヶ
岡
小
学
校

入
口
に
て
接
続

③

路
線
定
期

①
＜
共
同
運
行
＞

宮
交
タ
ク
シ
ー
（
株
）

扇
興
タ
ク
シ
ー
（
株
）

延
岡
グ
リ
ー
ン
タ
ク
シ
ー
（
株
）

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
宮
崎

交
通
㈱
の
門
川
・
日
向
線
と
一
ヶ
岡
小
学
校

入
口
に
て
接
続

③
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

3,338 旧北方町 過疎法

市区町村名 延岡市

人　口

人口集中地区以外 39,556

交通不便地域等 10,312

人　口 対象地区 根拠法

3,207 旧北川町 過疎法

3,057 旧北浦町 過疎法

710 島浦町 離島振興法

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

延岡市地域公共交通計画 令和6年3月27日 -

延岡市地域公共交通利便増進実施計画
令和７年３月5日

（認定日：令和７年３月10日）
令和７年度

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定す
る交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を
基に記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交
通不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の
合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。
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